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東松山市建設工事低入札価格調査制度実施要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、市が発注する低入札価格調査制度を適用する建設工事（以下「工事」

という。）に係る入札について、低入札価格調査における落札者（東松山市建設工事請負

等一般競争入札（事後審査型）実施要綱（平成２０年３月２６日決裁）における落札候

補者を含む。以下同じ。）の決定方法を定め、品質の低下や下請業者等へのしわ寄せを未

然に防止し、工事の適正な履行の確保を図ることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

⑴ 低入札価格調査 地方自治法施行令（昭和２５年政令第２４５号）第１６７条の１

０第１項（同令第１６７条の１３において準用する場合を含む。）の規定に基づき、予

定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格

によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるか否

か、又は同令第１６７条の１０の２第２項（同令第１６７条の１３において準用する

場合を含む。）の規定に基づき、落札者となるべき者の当該申込みに係る価格によって

はその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるか否かを判断

するために実施する調査をいう。 

⑵ 調査基準価格 低入札価格調査を実施する基準となる価格をいう。 

⑶ 失格基準価格 第１号に掲げる地方自治法施行令の規定による契約の内容に適合し

た履行がされないおそれがあると判断する基準となる価格をいう。 

⑷ 低入札価格調査対象者 調査基準価格を下回る価格をもって入札をした者をいう。 

⑸ 低価格入札者 低入札価格調査対象者のうち、第９条に該当しない者をいう。ただ

し、地方自治法施行令第１６７条の１０の２（同令第１６７条の１３において準用す

る場合を含む。）の規定に基づき、価格その他の条件が最も有利なものをもって申込を

した者を落札者とする方式（以下「総合評価方式」という。）による入札においては、

低価格入札者のうち失格判断に該当しない者をいう。 

⑹ 第１順位者 低価格入札者のうち、最低価格入札者をいう。ただし、総合評価方式

による入札においては、低価格入札者のうち評価値が最も高い者をいう。 

⑺ 失格 第１号に掲げる地方自治法施行令の規定により落札者としないことをいう。 

⑻ 資格審査委員会 東松山市指名委員会規則（昭和４７年６月２２日規則第２６号）

に定める東松山市指名委員会をいう。 

⑼ 競争入札 一般競争入札及び指名競争入札をいう。 

⑽ 上限値 第４条第１号ただし書における１０分の９．２及び同条第２号における１

０分の９．２をいう。 

⑾ 下限値 第４条第１号ただし書における１０分の７．５及び同条第２号における１
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０分の７．５をいう。 

⑿ 一次下請（予定）業者 低入札価格調査の対象となった工事において、低入札価格

調査対象者と建設業法（昭和２４年５月２４日法律第１００号）第２条第４項に規定

する下請契約を締結する者又は下請契約を結ぶ予定の者で同条第３項に規定する建設

業者をいう。 

⒀ 工事成績判断基準 過去に低入札価格調査を経て東松山市と契約した工事の成績評

定によって、第１号に掲げる地方自治法施行令の規定による契約の内容に適合した履

行がされないおそれがあると判断する基準をいう。 

 

（対象となる入札） 

第３条 低入札価格調査制度の対象は、次に定める競争入札とする。  

⑴ 総合評価方式による入札 

⑵ 前号のほか特に市長が必要と認めた入札 

 

（調査基準価格の設定） 

第４条 調査基準価格は、次により定めるものとする。 

⑴  予定価格算出の基礎となった次に掲げるアからエまでの合計額に１００分の１１

０を乗じた額とする。ただし、その額が予定価格に１０分の９．２を乗じて得た額を

超える場合にあっては１０分の９．２を乗じた額とし、予定価格に１０分の７．５を

乗じて得た額に満たない場合にあっては１０分の７．５を乗じた額とする。 

ア 直接工事費の額に１０分の９．７を乗じて得た額（円未満切捨て） 

イ 共通仮設費の額に１０分の９を乗じて得た額（円未満切捨て） 

ウ 現場管理費の額に１０分の９を乗じて得た額（円未満切捨て） 

エ 一般管理費等の額に１０分の６．８を乗じて得た額（円未満切捨て） 

⑵  市長が特別なものと認めた場合については、前号の規定にかかわらず、予定価格に

１０分の７．５から１０分の９．２までの範囲内で市長が定める値を乗じた額とする。 

⑶ 算出に当たっては、第１号アからエまでの額を合計した段階で１，０００円未満の端

数は切り捨て、端数整理後の額に１００分の１１０を乗じることとする。この場合に

おいて、第１号ただし書の規定及び前号の特別なものについては、予定価格の税抜き

で計算を行うものとし、１，０００円未満の端数を切り捨て、端数整理後の額に１００

分の１１０を乗じた額とする。ただし、下限値を使う場合又は端数整理後の額が予定

価格の税抜きに下限値を乗じた額を下回る場合は、１，０００円未満の端数を切り上げ、

端数整理後の額に１００分の１１０を乗じた額とする。 

 

（失格基準価格の設定） 

第５条 失格基準価格は、次により定めるものとする。 

⑴ 予定価格算出の基礎となった次に掲げるアからエまでの合計額に１００分の１１０

を乗じた額とする。ただし、その額が予定価格に１０分の７を乗じて得た額に満たな
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い場合にあっては１０分の７を乗じた額とする。 

ア 直接工事費の額に１０分の７．５を乗じて得た額（円未満切捨て） 

イ 共通仮設費の額に１０分の７．５を乗じて得た額（円未満切捨て） 

ウ 現場管理費の額に１０分の７．５を乗じて得た額（円未満切捨て） 

エ 一般管理費等の額に１０分の５を乗じて得た額（円未満切捨て） 

⑵ 前条第１号ただし書の規定により調査基準価格を定めた場合は、次の表の計算式に

より算出する。ただし、その額が予定価格に１０分の７を乗じて得た額に満たない場

合にあっては１０分の７を乗じた額とする。 

失格基準価格＝｛Ａ×（Ｂ／Ｃ（小数点以下第３位を切捨て））｝×１１０／１００ 

Ａ 予定価格の１００分の９２又は１００分の７５ 

Ｂ 失格基準価格の算出式により求めた額 

Ｃ 調査基準価格の算出式により求めた額 

⑶ 前条第２号の規定により調査基準価格を算出式によらず定めた場合は、第１号及び

前号の規定にかかわらず調査基準価格を下回る範囲で、市長が定める額とする。ただ

し、その額は予定価格に１０分の７を乗じて得た額を下回らない額とする。 

⑷ 算出に当たっては、第１号アからエまでの額を合計した段階で１，０００円未満の端

数は切り捨て、端数整理後の額に１００分の１１０を乗じることとする。この場合に

おいて、第１号ただし書の規定による場合は、予定価格の税抜きで計算を行うものと

し、１，０００円未満の端数を切り上げ、端数整理後の額に１００分の１１０を乗じた

額とする。 

⑸ 第２号による算出に当たっては、それぞれ税抜きの１，０００円未満の端数を切り捨

てた額で割合を算出し、按分して求めた額の１，０００円未満の端数は切り捨て、端数

整理後の額に１００分の１１０を乗じることとする。この場合において、第２号ただ

し書の規定による場合は、予定価格の税抜きで計算を行うものとし、１，０００円未満

の端数を切り上げ、端数整理後の額に１００分の１１０を乗じた額とする。 

２ 前項の規定は、特殊性の高い工事など、市長が失格基準価格を設けることが適当でな

いと判断するものについては設けないことができる。 

 

（予定価格書への調査基準価格等の記載） 

第６条 予定価格書には、予定価格及び入札書比較価格のほかに、｢調査基準価格○○円｣

と記載し、さらに、当該調査基準価格に１１０分の１００を乗じて得た金額を「（税抜き）

○○円」と記載するものとする。 

２ 予定価格書には、前項に定める調査基準価格のほかに、失格基準価格についても調査

基準価格と同様に記載するものとする。ただし、前条第２項の規定により、失格基準価

格を設けないこととした場合は、この限りではない。 

 

（工事成績判断基準の設定） 

第６条の２ 工事成績判断基準は、工事成績評定７５点とする。 
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２ 前項の規定は、工事の開札日の過去２年間に工事完成検査日（工事成績評定がある工

事に限る。）の翌々月の第１日がある場合に、その工事を対象とする。ただし、対象とな

る工事が複数ある場合は工事成績評定が最も低い工事を対象とする。 

３ 第１項の規定は、特定建設工事共同企業体で施工した工事についてはその代表構成員

を対象に適用する。 

４ 工事成績判断基準は、原則全ての工事に設定するものとする。ただし、市長が工事成

績判断基準を設けることが適当でないと判断するものについては設けないことができる。 

 

（入札参加者への周知） 

第７条 入札の執行に当たっては、入札公告又は入札説明書に次に定める事項を記載する

ものとする。 

⑴ 調査基準価格が設定されていること。 

⑵ 失格基準価格の設定があること又はないこと。 

⑶ 失格基準価格を下回る価格をもって入札を行った者は、失格となること。 

⑷ 工事成績判断基準を設定しない場合は、設定がないこと。 

⑸ 工事成績判断基準を下回っている場合は、失格となること。 

⑹ 低入札価格調査対象者は、低入札価格調査を実施した上で、落札者とするか否かを

決定すること。 

⑺ 低価格入札者は、低入札価格調査に協力しなければならないこと。 

⑻ 低入札価格調査に応じないとき、又は求められた資料を指定された期日までに提出

しないときは、契約締結の意思がないものとみなされ失格となること。 

⑼ 落札者の決定方法に関すること。 

⑽ 第１１条に定める低入札価格調査を経て契約する工事に関すること。 

 

（落札者決定の保留） 

第８条 契約担当主管課長は、入札の結果、低入札価格調査対象者があるときは、落札者

の決定を保留する。 

 

（失格基準価格による判定） 

第９条 低入札価格調査対象者のうち、第５条で定めた失格基準価格を下回る価格をもっ

て入札をした者は、失格とする。 

 

（低価格入札者に対する調査） 

第１０条 契約担当主管課長は、第１順位者のほか、複数の低価格入札者がいる場合にお

いては、調査基準価格との乖離の状況や総合評価方式における評価値を勘案して、次順

位者以降、複数の低価格入札者に対し調査を並行して実施できるものとする。 

 

（低価格入札者に対する調査の実施） 



5 
 

第１１条 契約担当主管課長は、低価格入札者に対し、次に定める事項について、確認す

るための調査を実施するものとする。なお、確認資料等は別表に示されたものを標準と

する。 

⑴ 低入札価格調査を経て契約する工事に対する諸条件に関すること。 

⑵ 入札金額の決定理由 

⑶ 入札金額見積内訳書の内容 

⑷ 下請予定の状況 

⑸ 会社の経営状況 

⑹ 信用状況 

⑺ 入札対象工事現場付近における手持ち工事の状況 

⑻ 同種・類似の手持ち工事の状況 

⑼ 入札対象工事現場と営業所、倉庫等との地理的関係 

⑽ 手持ち資材の状況 

⑾ 手持ち機械の状況 

⑿ 資材等購入予定先及び入札者と資材等購入予定先との関係 

⒀ 労務者の具体的調達見通し 

⒁ 過去に施工した公共工事（同種・類似）の実績 

⒂ 過去に施工した公共工事（同種・類似）の成績 

⒃ 下請代金及び資材代金等の支払遅延、不払い等の状況 

⒄ 工事成績判断基準に関すること。 

⒅ 健康保険、厚生年金保険、雇用保険（以下、「社会保険等」という。）の加入状況(低

入札価格調査対象者及び当該工事の一次下請（予定）業者) 

⒆ その他必要な事項 

２ 前項の規定にかかわらず、別に定める入札に該当するときは、前項各号に規定する調

査事項の一部を省略することができる。 

３ 契約担当主管課長は、調査の際、低価格入札者に対し、前項に定める確認資料等又は

低入札価格調査確認資料等の提出に代わる申出書（以下「調査確認資料等」という。）の

提出を求めるものとする。 

４ 低価格入札者に対する調査は、契約担当主管課長、当該工事担当主管課長、技術監理

専門員及び契約担当主管課長が指名した職員にて行うものとする。 

５ 契約担当主管課長は、調査確認資料等による低価格入札者に対する調査において、必

要がある場合は低価格入札者からの事情聴取及び関係機関への照会を行うことができる。 

６ 低価格入札者に対する調査については、低価格入札者に対する調査実施を通知した日

の翌日から起算して原則５日以内とする。ただし、土曜、日曜、祝日等は含まないもの

とする。 

 

（低価格入札者に対する調査の期間） 

第１２条 低価格入札者に対する調査の実施に当たっては、原則として前条第６項の通知
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日の翌日から起算して原則１４日以内に低価格入札者を落札者とするか否かを決定し通

知するものとする。ただし、土曜、日曜、祝日等は含まないものとする。 

 

（低価格入札者を失格とするか否かの決定） 

第１３条 低価格入札者を失格とするか否かについては、資格審査委員会において審議を

行い、決定するものとする。ただし、別に定める入札に該当するときは、資格審査委員

会の審議を経ず行うことができる。 

２ 前項の決定において、工事成績判断基準を下回る場合又は低価格入札者若しくは一次

下請（予定）業者が法令により社会保険等に加入する必要があるにもかかわらず、全部

若しくは一部の社会保険等に加入していない場合は、失格とする。 

３ 第１項の決定は、第１順位者から順次行い、失格としない決定をした場合は、以下の

順位者の決定は行わない。 

 

（相手方への通知） 

第１４条 前条により失格とした場合、市長は、失格とした者に落札者としない旨を文書

により通知するものとする。 

 

（低入札価格調査を経て契約する工事に対する諸条件の設定） 

第１５条 低入札価格調査を経て契約を締結する工事にあっては、次を適用するものとす

る。 

⑴ 主任技術者、監理技術者及び現場代理人は請負代金の額にかかわらず現場ごとに専

任とする。 

⑵ 主任技術者及び監理技術者と現場代理人の兼務は認めない。 

⑶ 主任技術者及び監理技術者とは別に同等の資格を有する技術者１名を専任で配置す

る。ただし、共同企業体については、代表構成員のみ追加技術者を求めることとする。 

⑷ 追加技術者は、主任技術者及び監理技術者を補助し、工事品質の確保等に努めるも

のとし、現場代理人との兼務は認めない。 

⑸ 契約約款に定める契約保証金の額は、請負代金額の１０分の３以上とする。 

⑹ 契約約款に定める違約金の額は、請負代金額の１０分の３とする。 

 ⑺ 東松山市建設工事請負契約約款第５３条第１項に定める契約不適合責任期間は、引渡し

を受けた日から４年とする。 

 ⑻ 建設業法第２６条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認めないも

のとする。 

⑼ 重点的な監督業務や厳格な検査を実施するなど、監督体制等を強化する。 

２ 前項第１号から第６号までの規定にかかわらず、別に定める入札に該当するときは、

諸条件を適用しない。 

（その他） 

第１６条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 
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附 則 

 この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の第４条第１号ウの規定は、この要領の施行の日以後に公告し、又は通知する入札

について適用し、同日前に公告し、又は通知した入札については、なお従前の例による。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成２９年６月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の第４条第１号アの規定は、この要領の施行の日以後に公告し、又は通知する入札

について適用し、同日前に公告し、又は通知した入札については、なお従前の例による。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の東松山市建設工事低入札価格調査制度実施要領の規定は、この要領の施行の日以

後に公告し、又は通知する入札について適用し、同日前に公告し、又は通知した入札につい

ては、なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、この要領の施行の日前に公告又は指名通知した工事の工事成績

評定については、工事成績判断基準を下回る場合であっても第１３条第２項の規定は適用し

ない。 

（東松山市建設工事における技術者の専任に係る取扱要領の一部改正） 

４ 東松山市建設工事における技術者の専任に係る取扱要領（平成２５年７月２３日決裁）の

一部を次のように改正する。 

第８条第１号中「東松山市低入札価格調査制度実施要領（平成１８年３月２日決裁）」を

「東松山市建設工事低入札価格調査制度実施要領（平成２８年３月３０日決裁）」に改め

る。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

（適用区分） 
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２ 改正後の東松山市建設工事低入札価格調査制度実施要領の規定は、この要領の施行の日以

後に公告し、又は通知する入札について適用し、同日前に公告し、又は通知した入札につい

ては、なお従前の例による。 

 （東松山市建設工事における技術者の専任に係る取扱要領の一部改正） 

３ 東松山市建設工事における技術者の専任に係る取扱要領（平成２５年７月２３日決裁）の

一部を次のように改正する。 

第８条第１号中「締結する工事」の次に「のうち、同要領第１５条第１号本文を適用する

もの」を加える。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和元年７月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の東松山市建設工事低入札価格調査制度実施要領の規定は、この要領の施行の日以

後に公告し、又は通知する入札について適用し、同日前に公告し、又は通知した入札につい

ては、なお従前の例による。 

 

附 則 

 この要領は、令和元年１０月１日から施行する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、令和２年４月１５日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の東松山市建設工事低入札価格調査制度実施要領の規定は、この要領の施行の日以

後に公告し、又は通知する入札について適用し、同日前に公告し、又は通知した入札につい

ては、なお従前の例による。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の東松山市建設工事低入札価格調査制度実施要領の規定は、この要領の施行の日以

後に公告し、又は通知する入札について適用し、同日前に公告し、又は通知した入札につい

ては、なお従前の例による。 

 

附 則 

 （施行期日） 
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１ この要領は、令和４年６月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の第 4 条第 1 号エの規定は、この要領の施行の日以後に公告し、又は通知する入札

について適用し、同日前に公告し、又は通知した入札については、なお従前の例による。 
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別表（第１１条関連）  

確認事項 確認資料 

低入札価格調査を経て契約する工

事に対する諸条件に関すること 

技術者の配置計画 

配置予定技術者の資格等 

入札金額の決定理由 入札金額の決定理由、数値的根拠 

入札金額見積内訳書の内容 入札金額見積内訳書 

代価表 など 

下請予定の状況 下請予定業者等一覧 

下請業者等からの見積書 

下請相手が未定の場合は予定額の内訳 など 

会社の経営状況 財務諸表 

信用状況 建設業法違反の有無等 

入札対象工事現場付近における手

持ち工事の状況 

手持ち工事一覧 

契約書又はコリンズの工事カルテ など 

同種・類似の手持ち工事の状況 手持ち工事一覧 

契約書又はコリンズの工事カルテ など 

入札対象工事現場と営業所、倉庫等

との地理的関係 

地図 

営業所一覧 など 

手持ち資材の状況 手持ち資材一覧 

資材の購入伝票 など 

手持ち機械の状況 手持ち機械一覧 

使用する重機の車検証 など 

資材等購入予定先及び入札者と資

材等購入予定先との関係 

資材購入先一覧 

資材業者からの見積書 など 

労務者の具体的調達見通し 労務者確保計画 

現場付近の営業所の職員名簿 など 

過去に施工した公共工事 

（同種・類似）の実績 

契約書又はコリンズの工事カルテ 

過去に施工した公共工事 

（同種・類似）の成績 

工事成績評価結果通知書 など 

下請代金及び資材代金等の支払遅

延、不払い等の状況 

過去の工事に係る下請契約書、支払いを証する領収書、

振込証明書等 

工事成績判断基準に関すること 工事成績判断基準に関する報告書など 

社会保険等の加入状況 社会保険等の加入状況通知書、社会保険等の適用除外

に関する誓約書 など 

その他必要な事項 その他必要と判断される資料 


